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　 　 証券コード7643

　 　 平成24年12月５日

株 主 各 位　 　

　 　 北海道帯広市西20条南１丁目14番地47

　 　 株 式 会 社 ダ イ イ チ
　 　 代表取締役社長 鈴 木 達 雄

第58期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第58期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年12月20日（木曜日）
午後６時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成24年12月21日（金曜日）午前10時
２．場 所 北海道帯広市西７条南19丁目１番地
　 　 北海道ホテル　２階　新雪の間
　 　 （末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．株主総会の目的事項
　 報 告 事 項 １．第58期（平成23年10月１日から平成24年９月30日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

　 　 ２．第58期（平成23年10月１日から平成24年９月30日まで）
計算書類報告の件

　 決 議 事 項 　
　 第１号議案 剰余金の処分の件
　 第２号議案 取締役７名選任の件
　 第３号議案　監査役１名選任の件　

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
　なお、事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類に修正をすべ
き 事 情 が 生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.daiichi-d.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただき
ます。
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（提供書面）
　

事　業　報　告

(平成23年10月１日から )平成24年９月30日まで
　

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州の債務危機を背景とした国際

経済の減速や円高の長期化などにより、依然として厳しい状況で推移いたし

ましたが、東日本大震災からの復興需要に加え、エコカー補助金の効果やシ

ニア消費の増加など国内需要を中心に、景気は緩やかな回復軌道にありまし

た。

　当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻くスーパーマーケット業界

は、自宅で食事を済ませる内食志向の高まりなどの追い風があったものの、

コンビニエンスストアやドラッグストアなど、業種の垣根を越えた低価格競

争の激化に加え、雇用の継続や年金問題などの将来不安により、消費者の節

約志向と低価格志向が依然強く、引き続き厳しい経営環境にありました。

　このような経営環境のもとで当社グループは、食品を中心とした地域密着

のスーパーマーケットとして、安心で安全な商品を提供し続けることで、お

客様からの高い支持と信頼をいただけるよう取り組んでまいりました。また、

当期の重点実施事項である、店舗オペレーションの改善による販売力強化、

商品開発による商品力強化、競合店対策と販売促進企画の強化、新店の早期

安定と既存店のリニューアル推進、従業員教育の充実によるサービスレベル

の向上など、スピードを上げて着実に進めてまいりました。

　店舗展開につきましては、昨年12月札幌市西区２店目、札幌ブロック３店

目となる「発寒中央駅前店（売場面積1,762㎡、駐車台数237台）」を開店し、

西区においてお客様の買い物環境の充実と満足度の向上に努めております。

既存店強化策としては、平成24年８月に「八軒店」（札幌市西区）の売場増

床を行い店舗の活性化を図りました。当連結会計年度末現在の店舗数は、ス

ーパーマーケットは帯広ブロック９店舗（子会社１店舗を含む。）、旭川ブ



－ 3 －

ロック８店舗、札幌ブロック３店舗の計20店舗、その他青果専門店は２店舗

の合計22店舗であります。　

　環境問題への取り組みとして、前連結会計年度に引き続き、既存店舗５店

の照明をＬＥＤに切り換え、使用電力量と二酸化炭素の削減に挑戦いたしま

した。

　システム投資につきましては、発注精度の向上による売上機会ロス、値引

き・廃棄ロスの削減を目的に、ＥＯＢ（Electric Order Book（電子発注台

帳））システムを導入、また販売実績を迅速かつ様々な角度から分析し、販

売戦略の更なる強化のため、商品分析システムを更新いたしました。　

　地域別の売上高につきましては、帯広ブロックは145億83百万円（前年同期

比0.5％増）、旭川ブロックは110億25百万円（同2.6％増）、札幌ブロックは

60億５百万円（同29.8％増）となりました。また、既存店売上高につきまし

ては、前年同期比1.3％増と堅調に推移いたしました。

　売上総利益率につきましては、仕入の強化と人材育成、販売計画の見直し

などを行い、販売価格が低下傾向にある中で前年同期率を維持し、23.2％と

なりました。

　販売費及び一般管理費につきましては、店舗数の増加に伴い前年同期に比

べ３億49百万円増加いたしましたが、売上高に対する比率は22.3％となり、

前年同期に比べ0.1ポイント減少いたしました。　

　これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高316億24百万円（前年同期

比5.8％増）、営業利益は「発寒中央駅前店」の開店に伴う一時費用31百万円

の発生があったものの売上総利益の増加により７億77百万円（同8.4％増）、

経常利益７億21百万円（同10.2％増）、当期純利益は３億84百万円（同13.3％

増）となりました。
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部門別売上高状況は、次のとおりであります。

区 分

第57期
(22.10.1～23.9.30)

第58期(当連結会計年度)
(23.10.1～24.9.30)

前連結会計年度比

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

　 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

青 果 4,486 15.0 4,903 15.5 416 9.3

水 産 3,296 11.0 3,415 10.8 118 3.6

畜 産 3,184 10.7 3,434 10.9 249 7.8

惣 菜 2,688 9.0 2,868 9.1 179 6.7

デ イ リ ー 4,530 15.2 4,798 15.2 268 5.9

一 般 食 品 9,947 33.3 10,295 32.5 347 3.5

日 用 雑 貨 813 2.7 819 2.6 5 0.7

そ の 他 938 3.1 1,090 3.4 151 16.1

合 計 29,888 100.0 31,624 100.0 1,736 5.8

　

②　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の

総額は、有形固定資産の取得で４億62百万円、建設協力金及び敷金の支払

で２億81百万円の合計７億44百万円であります。その主な内容は、発寒中

央駅前店の出店に伴うものであります。

なお、当連結会計年度中において重要な設備の除却、売却等はありませ

ん。

　

③　資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より長

期借入金として４億40百万円の調達を実施いたしました。

その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。　

　

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。　
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⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

　

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。

　

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

該当事項はありません。

　

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況 

区 分
第 55 期

(平成21年９月期)
第 56 期

(平成22年９月期)
第 57 期

(平成23年９月期)

第 58 期
(当連結会計年度)
(平成24年９月期)

売 上 高 28,066百万円 29,222百万円 29,888百万円 31,624百万円

経 常 利 益 475百万円 573百万円 655百万円 721百万円

当 期 純 利 益 280百万円 395百万円 339百万円 384百万円

１株当たり当期純利益 70円18銭 98円88銭 84円84銭 96円13銭

総 資 産 13,025百万円 14,346百万円 14,559百万円 14,456百万円

純 資 産 4,544百万円 4,872百万円 5,155百万円 5,470百万円

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により算出しており

ます。
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②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第 55 期

(平成21年９月期)
第 56 期

(平成22年９月期)
第 57 期

(平成23年９月期)

第 58 期
(当事業年度)

(平成24年９月期)

売 上 高 27,135百万円 26,904百万円 27,556百万円 29,290百万円

経 常 利 益 446百万円 435百万円 502百万円 555百万円

当 期 純 利 益 249百万円 231百万円 246百万円 245百万円

１株当たり当期純利益 62円38銭 57円88銭 61円54銭 61円47銭

総 資 産 10,948百万円 12,307百万円 12,561百万円 12,599百万円

純 資 産 4,513百万円 4,677百万円 4,867百万円 5,043百万円

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により算出しており

ます。

　

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　該当事項はありません。

　

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社オーケー 50百万円 100％ スーパーマーケット事業

　

(4) 対処すべき課題

　今後の経済動向につきましては、欧州や中国経済の減速に伴う輸出や生産

活動の低迷に加え、国内需要を支えてきたエコカー補助金などの政策効果も

弱まり、国内景気は足踏み状態が続くものと思われます。

　そのような景気動向の中にあって、スーパーマーケット業界を取り巻く環

境は、緩やかなデフレ基調が続く中、更なる消費者の節約志向や競合他社と

の販売競争の激化などにより、引き続き厳しい局面が続くものと予想されま

す。

　このような厳しい経営環境のもとで当社グループは、経営情報の積極的な

収集による業績の向上、現地・現場主義の徹底による店舗運営の強化、人材

の成長による競合店対策の強化、新店舗の開発とリニューアルの推進などに
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取り組み、更なる企業価値の向上を目指します。

　今後も当社グループは、消費者の毎日の食生活に豊かさと楽しさを提供す

るとともに、消費者の安全で安心できる生活を守る努力を続けてまいります。

　内部統制につきましては、業務の有効性及び効率性を高め、財務報告の信

頼性を確保するとともに、事業活動に関わる法令等の順守を促進し、資産の

保全を図ってまいります。

　今後も引き続き、社業の発展に努めるとともに、社業を通じ社会の発展に

貢献できるよう邁進いたす所存でありますので、株主の皆様におかれまして

は、より一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　

(5) 主要な事業内容（平成24年９月30日現在）

①　総合食料品の販売

②　日用品の販売

③　書籍、雑誌、文房具の販売

④　衣料用繊維製品の販売

⑤　家庭用電化製品の販売

⑥　ペット用品、ペットフードの販売

⑦　酒類、煙草、印紙の販売

⑧　前各号に関連する一切の事業
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(6) 主要な事業所（平成24年９月30日現在）

　①　当社　
本社　　　　　　北海道帯広市西20条南１丁目14番地47
（営業本部・管理本部）
旭川本部　　　　北海道旭川市春光１条８丁目１番地77
札幌本部　　　　北海道札幌市西区八軒10条５丁目２番
帯広ブロック
北海道帯広市 壱号店 東店

　 啓北店 白樺店
　 みなみ野店 自衛隊前店
　 帯広びっくり市 西帯びっくり市
北海道河西郡芽室町 めむろ店 　
北海道中川郡幕別町 札内店 　

旭川ブロック
北海道旭川市 西店 東光店
　 末広店 東旭川店
　 旭町店 二条通店
　 花咲店 　
北海道空知郡上富良野町 上富良野店 　

　　　　札幌ブロック
北海道札幌市 八軒店 白石神社前店

　 発寒中央駅前店 　

センター
帯広市 惣菜センター 帯広配送センター
旭川市 旭川配送センター 　

　　②　主要な子会社
　　　　　株式会社オーケー（帯広ブロック管轄）　

北海道河東郡音更町 オーケー店 　

　　　（注）平成23年12月22日に発寒中央駅前店を出店いたしました。　
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(7) 使用人の状況（平成24年９月30日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

277名 ７名増

（注）使用人数には、準社員及びパートナー社員等（アルバイトを含む。）977名（１日８時間、

１か月22日換算）は含まれておりません。

　

②　当社の使用人の状況　

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

261名 9名増 34.6歳 11.1年

（注）１．使用人数には、当社から当社グループへの出向者（８名）を除き、当社グループから

当社への出向者（３名）を含みます。

　　　２．使用人数には、準社員及びパートナー社員等（アルバイトを含む。）911名（１日８時

間、１か月22日換算）は含まれておりません。

　

(8) 主要な借入先の状況（平成24年９月30日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,399百万円

株 式 会 社 北 洋 銀 行 1,221

　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

　(1) 株式の状況（平成24年９月30日現在）　

① 発行可能株式総数 12,000,000株

② 発行済株式の総数 4,003,320株

③ 株主数 1,965名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ダ イ イ チ 取 引 先 持 株 会 225,100株 5.63％

株 式 会 社 北 陸 銀 行 176,520 4.41

小 西 典 子 175,410 4.38

株 式 会 社 北 洋 銀 行 170,000 4.25

若 園 　 清 121,000 3.02

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 115,200 2.88

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行
（常任代理人　資産管理サービス信託銀
行株式会社）　

100,800 2.52

小 西 保 男 99,878 2.49

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社
（常任代理人　資産管理サービス信託銀
行株式会社）　　

86,400 2.16

笹 井 俊 治 85,884 2.14

（注）持株比率は自己株式（5,829株）を控除して計算しております。

　　　　

　(2) 新株予約権等の状況

 該当事項はありません。
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(3）会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（平成24年９月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 小 西 保 男 ㈱オーケー取締役　

代表取締役社長 鈴 木 達 雄
㈱オーケー代表取締役社長
㈲ダイイチリスクマネージメント代表取締役社長

専 務 取 締 役 若 園 　 清
開発企画兼総務担当
㈱オーケー取締役

取 締 役 川 瀬 豊 秋 企画ＩＲ兼経理担当

取 締 役 中 本 泰 廣 店舗運営部帯広ブロック兼旭川ブロック担当

取 締 役 笹 井 俊 治 　

取 締 役 内 藤 龍 信 丸果帯広中央青果㈱代表取締役社長

常 勤 監 査 役 堀 内 健 三 ㈱オーケー監査役

監 査 役 佐 藤 　 裕 帯広地方卸売市場㈱代表取締役会長

監 査 役 笹 井 祐 三 三洋興熱㈱代表取締役社長

（注）１．取締役笹井俊治氏及び内藤龍信氏は、社外取締役であります。なお、当社は、取締役

笹井俊治氏を大阪証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、両同取引所に届け出ております。

２．監査役佐藤　裕氏及び笹井祐三氏は、社外監査役であります。

３．常勤監査役堀内健三氏は、13年間当社の常務取締役として経理部長を兼任しており、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．監査役佐藤　裕氏は、帯広地方卸売市場株式会社の代表取締役会長であり、経理部門

を所管する役員等を歴任するなど、企業経営の豊富な経験と専門的な知識等を保持し

ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

５．監査役笹井祐三氏は、三洋興熱株式会社の代表取締役社長であり、経理・財務をはじ

め企業経営全般の豊富な経験と高い見識のもと他社の監査役に就任しており、財務及

び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

６．平成23年12月26日付で取締役の地位を次のとおり変更しております。

氏　　名 新役職及び担当 旧役職及び担当

小 西 保 男 代 表 取 締 役 会 長 代 表 取 締 役 社 長

鈴 木 達 雄 代 表 取 締 役 社 長
代 表 取 締 役 副 社 長

営 業 本 部 長
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② 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

7名
(2名)

135,800千円
(3,900千円)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

3
(2)

9,322
(4,420)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

10
(4)

145,122
(8,320)

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成20年12月24日開催の第54期定時株主総会において年額

200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成８年12月20日開催の第42期定時株主総会において年額

10,000千円以内と決議いただいております。

３．上記の報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額12,682千円（取

締役７名に対し12,000千円（うち社外取締役２名に対し300千円）、監査役３名に対し

682千円（うち社外監査役２名に対し340千円））が含まれております。

４．当事業年度末現在の役員退職慰労引当金の残高（当事業年度に係る役員退職慰労引当

金の繰入額を除く。）は、次のとおりであります。

取締役７名に対し138,870千円（うち社外取締役２名に対し6,300千円）

監査役３名に対し15,312千円（うち社外監査役２名に対し13,260千円）

　

③ 社外役員に関する事項

　イ　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役内藤龍信氏は、丸果帯広中央青果株式会社の代表取締役社長で

あります。当社は、丸果帯広中央青果株式会社との間に商品仕入等の

取引関係があります。

・監査役佐藤　裕氏は、帯広地方卸売市場株式会社の代表取締役会長で

あります。当社は、帯広地方卸売市場株式会社との間に商品仕入等の

取引関係があります。

・監査役笹井祐三氏は、三洋興熱株式会社の代表取締役社長であります。

当社は、三洋興熱株式会社との間に灯油購入等の取引関係があります。
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ロ　当事業年度における主な活動状況

　１．取締役会及び監査役会への出席状況

　
取締役会（15回開催） 監査役会（８回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取締役 笹 井 俊 治 14回 93.3％ －回 －％

取締役 内 藤 龍 信 15 100.0 － －

監査役 佐 藤 　 裕 13 86.7 7 87.5

監査役 笹 井 祐 三 15 100.0 8 100.0

　

　２．取締役会及び監査役会における発言状況

・取締役笹井俊治氏は、長年の経営者の見地から意見を述べるなど、

取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提

言を行っております。

・取締役内藤龍信氏は、青果物卸売業での実務経験を生かした意見

を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する

ための助言・提言を行っております。

・監査役佐藤　裕氏は、主に税務もしくは財務的な見地から、取締

役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する

ための発言を適宜行っております。

また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行

に関する事項及び議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

・監査役笹井祐三氏は、主に当社事業に対する専門的見地から、取

締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す

るための発言を適宜行っております。

また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行

に関する事項及び議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
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 (4) 会計監査人の状況

① 名称　　　監査法人シドー

　

② 報酬等の額

・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 16,000千円

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 16,000千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

せんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、下記に掲

げる監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総

会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株

主総会の会議の目的とすることを請求します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、

会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、

解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨

と解任の理由を報告いたします。
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 (5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

　

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

業務を担当する取締役は、自己の担当領域について、法令等の順守体制

を構築する権限と責任を有する。また、総務担当取締役は、これらを横断

的に推進し管理する。

　

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、取締役会及び常勤役員会等の議事録、稟議決裁書その他その

職務の執行に係る情報を、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存

しかつ管理する。また、それらの文書は、監査役の要請によりいつでも閲

覧に応じる。

　

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

法令順守、災害、衛生管理等に係るリスクについては、それぞれの担当

部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・

配布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速

やかに対応責任者となる取締役を定める。なお、リスク管理部門として総

務部がリスク管理活動を統括し、規程の整備とその運用を図る。また、内

部監査室において、内部監査規程の定めるところに従い定期的に監査を行

う。

　

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会規程の定めるところに従い、重要案件はすべて取締役会に付議

する。なお、業務執行の意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、

月２～３回常勤役員会を開催する。また、日常の業務執行は、職務権限規

程、業務分掌規程及び稟議規程等により、担当役員、部長、次長、課長な

どの職制ラインに順次権限と職責を適切に委譲し、適時的確な意思決定と

決定内容に沿った業務執行を行う。
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⑤　当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

監査役は内部監査室と連携し、当社と子会社の業務の効率化、適法性及

び妥当性を監査する。また、監査で改善指摘を受けた事項は、各所属長の

責任において速やかに改善を行う。

　

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社

の使用人から監査役の補佐員を任命する。

　

⑦　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

当該使用人の任命、異動等の人事権に関わる事項の決定には、監査役会

の事前の同意を必要とする。

　

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制

取締役及び使用人は、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれや

事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に

関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為などに

ついて、書面もしくは口頭にて監査役に対し報告を行う。また、上記にか

かわらず、監査役は必要に応じ、いつでも取締役または使用人に対し報告

を求めることができる。

　

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会が、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会

計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用することができる。

　



（注）１．本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示してお

ります。

２．消費税等の会計処理方法については、税抜方式を採用しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成24年９月30日現在）

（単位：千円）

科 　 　 　 　 目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

2,083,495

659,019

164,191

862,735

2,571

59,624

101,409

235,239

204

△1,500

12,372,828

10,710,682

4,181,103

136,771

0

61,982

5,853,504

477,320

15,494

6,093

9,400

1,646,651

109,393

3,000

1,842

641,769

110,713

48,383

731,276

272

流 動 負 債 4,014,921

買 掛 金 1,821,641

短 期 借 入 金 30,000

1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 859,304

リ ー ス 債 務 168,536

未 払 金 247,344

未 払 費 用 344,904

未 払 法 人 税 等 166,576

未 払 消 費 税 等 32,136

預 り 金 95,012

賞 与 引 当 金 173,726

そ の 他 75,739

固 定 負 債 4,970,900

長 期 借 入 金 3,399,869

リ ー ス 債 務 336,480

退 職 給 付 引 当 金 492,981

役員退職慰労引当金 166,864

資 産 除 去 債 務 15,377

長期預り敷金保証金 483,872

そ の 他 75,455

負 債 合 計 8,985,821

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,477,601

資 本 金 840,455

資 本 剰 余 金 767,302

利 益 剰 余 金 3,872,592

自 己 株 式 △2,748

その他の包括利益累計額 △7,099

その他有価証券評価差額金 △7,099

純 資 産 合 計 5,470,502

資 産 合 計 14,456,323 負 債 純 資 産 合 計 14,456,323
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連 結 損 益 計 算 書

(平成23年10月１日から )平成24年９月30日まで
　 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高  31,624,984

売 上 原 価  24,290,299

売 上 総 利 益  7,334,685

営 業 収 入      

不 動 産 賃 貸 収 入 407,337  

そ の 他 92,268 499,606

営 業 総 利 益  7,834,291

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  7,057,252

営 業 利 益  777,039

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 10,728  

受 取 配 当 金 4,175  

そ の 他 8,109 23,013

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 77,082  

そ の 他 987 78,070

経 常 利 益  721,982

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 5,530 5,530

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 23,983  

減 損 損 失 20,981 44,964

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  682,547

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 307,305  

法 人 税 等 調 整 額 △9,022 298,283

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 　 384,264

当 期 純 利 益  384,264
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連結株主資本等変動計算書

(平成23年10月１日から )平成24年９月30日まで
（単位：千円）

 

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平 成 2 3 年 1 0 月 １ 日 　 残 高 840,455 767,302 3,548,290 △2,748 5,153,299

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額  　    
剰 余 金 の 配 当  　 △59,962  △59,962

当 期 純 利 益  　 384,264  384,264

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)  　    

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 324,302 － 324,302

平 成 2 4 年 ９ 月 3 0 日 　 残 高 840,455 767,302 3,872,592 △2,748 5,477,601

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

その他の包括利益
累計額合計

平 成 2 3 年 1 0 月 １ 日 　 残 高 2,097 2,097 5,155,397

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額    

剰 余 金 の 配 当   △59,962

当 期 純 利 益   384,264

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△9,196 △9,196 △9,196

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △9,196 △9,196 315,105

平 成 2 4 年 ９ 月 3 0 日 　 残 高 △7,099 △7,099 5,470,502
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社

・連結子会社の名称 株式会社オーケー

②　非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称 有限会社ダイイチリスクマネージメント　

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期

純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しておりません。 
　非連結子会社は当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

　　その他有価証券  

　　時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

　　時価のないもの 移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　商品及び製品 　

　　生鮮食品 最終仕入原価法による原価法　

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）　

　　店舗在庫商品（除生鮮食品） 売価還元法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）　

　　原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）　
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　 主に定率法を採用しております。

　 ただし、平成10年４月１日以後取得分の建物（建物附

属設備を除く）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。　

建物･･････････ 3年～39年

その他････････ 2年～20年　

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

　その他の無形固定資産 定額法によっております。

ハ．リース資産

所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

　

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年９月30日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。　

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額

のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

ハ．退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

ニ．役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく当連結会計年度末要支給額を引当計上しており

ます。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
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(5) 追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　

　当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）

及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 3,626,631千円

土地 5,154,164千円

長期貸付金 92,258千円

長期前払費用 22,119千円

敷金及び保証金 85,710千円

計 8,980,883千円

②　担保に係る債務

長期借入金 4,259,173千円

（１年内返済予定の長期借入金を含む） 　

　　　　　計 4,259,173千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 6,447,861千円

　　

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 4,003,320株 －株 －株 4,003,320株

　

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 5,829株 －株 －株 5,829株
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(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

　平成23年12月26日開催の第57期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 59,962千円

・１株当たり配当額 15円

・基準日 平成23年９月30日

・効力発生日 平成23年12月27日

　
②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

　平成24年12月21日開催予定の第58期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 59,962千円

・配当の原資　 利益剰余金　

・１株当たり配当額 15円

・基準日 平成24年９月30日

・効力発生日 平成24年12月25日

　
４．金融商品に関する注記

　(1) 金融商品の状況に関する事項　

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主にスーパーマーケット事業を行うための設備投資計画に照らして、

必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資

産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。なお、デリ

バティブ取引は、行わない方針であります。　

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客及びクレジット会社の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。

　長期貸付金、敷金及び保証金は、主に店舗の土地・建物に関する賃貸借契約に基づく

ものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが２か月以内の支払期日であります。

　長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る

資金調達を目的としたものであり、償還日は長期借入金が最長で決算日後10年、リース

債務が最長で決算日後５年であります。　
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③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理　

　当社は、債権管理規程に従い、営業債権、長期貸付金、敷金及び保証金について、各

担当部門において主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日

及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を

図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を

行っております。

　市場性のない投資有価証券については、発行体（取引先企業）ごとに財務状況等の悪

化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理　

　市場性のある投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務

状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直してお

ります。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰計画を作成・更新すると

ともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社に

おいても、同様の管理を行っております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん

でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり

ます。　　
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　(2）金融商品の時価等に関する事項

　平成24年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれて

おりません（(注）２．参照）。

　 　
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円) 差額（千円)

（1）現金及び預金 659,019 659,019 －

（2）売掛金 164,191 　 　

　 貸倒引当金（※） △637 　 　

　  163,554 163,554 －

（3）投資有価証券 　 　 　

　 その他有価証券 40,643 40,643 －

（4）長期貸付金 641,769 641,769 －

（5）敷金及び保証金 690,746 506,978 △183,767

　資産計 2,195,733 2,011,965 △183,767

（1）買掛金 1,821,641 1,821,641 －

（2）短期借入金 30,000 30,000 －

（3）長期借入金（１年内に返済予定
のものを含む）

4,259,173 4,254,374 △4,799

（4）リース債務（１年内に返済予定
のものを含む）

505,017 490,236 △14,780

　負債計 6,615,831 6,596,251 △19,579

　（※）売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。　

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

（1）現金及び預金、（2）売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

（3）投資有価証券　

　これらの時価については、株式等は取引所の価格によっております。

（4）長期貸付金

　長期貸付金は主に建設協力金であり、その時価については信用リスクが僅少である

ため、その将来キャッシュ･フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価

値により算出しております。その他の長期貸付金については、連結貸借対照表計上額

及び時価に重要性がないため、帳簿価額を時価としております。
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（5）敷金及び保証金

　これらについては、将来キャッシュ・フローを信用リスクを加味した利率により割

り引いた現在価値により算定しております。

負　債

（1）買掛金、（2）短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

（3）長期借入金、（4）リース債務

　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合

に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）

（1）投資有価証券 　

　非上場株式 68,749

（2）敷金及び保証金 40,530

（3）長期預り敷金保証金　 483,872

（1）投資有価証券　非上場株式

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、「資産（3）投資有価証券」には含めておりません。

（2）敷金及び保証金　

　これらの一部については、返還時期の見積が困難なため、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、「資産（5）敷金及び保証金」には含まれておりま

せん。

（3）長期預り敷金保証金

　これらについては、契約の解消時期の見積が困難なため、時価を把握することが極

めて困難と認められることから記載しておりません。　
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　　３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額　

　
１年以内
（千円）

１ 年 超
５年以内
（千円）

５ 年 超
10年以内
（千円）

1 0 年 超
（千円）

現金及び預金 659,019 － － －

売 掛 金 164,191 － － －

長 期 貸 付 金 35,084 175,443 212,723 218,518

合計 858,295 175,443 212,723 218,518

　
　　４．長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

　
１年以内
（千円）

１ 年 超
５年以内
（千円）

５ 年 超
10年以内
（千円）

1 0 年 超
（千円）

長 期 借 入 金 859,304 2,562,046 837,823 －

リ ー ス 債 務 168,536 336,480 － －

合計 1,027,840 2,898,526 837,823 －

　　　　

５．賃貸等不動産に関する注記

　　賃貸等不動産の総額に重要性がないため省略しております。

　

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,368円48銭

(2) １株当たり当期純利益 96円13銭

　

７．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

　

８．資産除去債務に関する注記

　　資産除去債務に重要性がないため省略しております。

　

９．その他の注記

　記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

（平成24年９月30日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

借 地 権

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

2,088,303

603,770

156,095

808,638

1,899

59,465

101,409

358,321

204

△1,500

10,510,861

8,484,059

3,472,552

128,701

0

52,205

4,372,841

457,758

14,515

6,093

8,421

2,012,287

109,393

43,025

1,812

641,769

125,950

110,713

250,891

728,459

272

流 動 負 債 3,705,545

買 掛 金 1,806,081

１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 681,356

リ ー ス 債 務 156,439

未 払 金 235,817

未 払 費 用 325,269

未 払 法 人 税 等 146,778

未 払 消 費 税 等 25,602

預 り 金 93,593

賞 与 引 当 金 167,383

そ の 他 67,224

固 定 負 債 3,849,835

長 期 借 入 金 2,538,026

リ ー ス 債 務 328,037

退 職 給 付 引 当 金 434,807

役員退職慰労引当金 166,864

資 産 除 去 債 務 15,377

長期預り敷金保証金 291,267

そ の 他 75,455

負 債 合 計 7,555,381

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,050,883

資 本 金 840,455

資 本 剰 余 金 767,302

資 本 準 備 金 767,302

利 益 剰 余 金 3,445,874

利 益 準 備 金 159,266

その他利益剰余金 3,286,608

別 途 積 立 金 2,800,000

繰 越 利 益 剰 余 金 486,608

自 己 株 式 △2,748

評価・換算差額等 △7,099

その他有価証券評価差額金 △7,099

純 資 産 合 計 5,043,783

資 産 合 計 12,599,165 負 債 純 資 産 合 計 12,599,165
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損　益　計　算　書

(平成23年10月１日から )平成24年９月30日まで
　 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 　 29,290,040

売 上 原 価 　 22,445,107

売 上 総 利 益 　 6,844,933

営 業 収 入 　 　

不 動 産 賃 貸 収 入 253,691 　

そ の 他 96,893 350,584

営 業 総 利 益 　 7,195,518

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 6,607,216

営 業 利 益 　 588,301

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 12,877 　

受 取 配 当 金 4,174 　

そ の 他 7,265 24,316

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 55,855 　

そ の 他 985 56,840

経 常 利 益 　 555,776

特 別 利 益 　 　

固 定 資 産 売 却 益 5,530 5,530

特 別 損 失 　 　

固 定 資 産 除 却 損 23,335 　

減 損 損 失 20,981 44,317

税 引 前 当 期 純 利 益 　 516,990

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 251,323 　

法 人 税 等 調 整 額 19,924 271,247

当 期 純 利 益 　 245,742
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株主資本等変動計算書

(平成23年10月１日から )平成24年９月30日まで
（単位：千円）

　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

平成23年10月１日　残高 840,455 767,302 767,302 159,266 2,600,000 500,828 3,260,094 △2,748 4,865,103

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　

別途積立金の積立て 　 　 　 　 200,000 △200,000 － 　 －

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △59,962 △59,962 　 △59,962

当期純利益 　 　 　 　 　 245,742 245,742 　 245,742

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

　 　 　 　 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 － － － － 200,000 △14,220 185,779 － 185,779

平成24年９月30日　残高 840,455 767,302 767,302 159,266 2,800,000 486,608 3,445,874 △2,748 5,050,883

　

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計

　 　 　

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

　 　 　

平成23年10月１日　残高 2,097 2,097 4,867,200 　 　 　

事業年度中の変動額 　 　 　
　
　

　 　

別途積立金の積立て 　 　 － 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △59,962 　 　 　

当期純利益 　 　 245,742 　 　 　

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△9,196 △9,196 △9,196 　 　 　

事業年度中の変動額合計 △9,196 △9,196 176,583 　 　 　

平成24年９月30日　残高 △7,099 △7,099 5,043,783 　 　 　
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 ………… 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの …… 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの …… 移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品

生鮮食品 …………… 最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）　

店舗在庫商品 ………

（除生鮮食品）
売価還元法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）　

原材料及び貯蔵品 … 最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）　

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く）

　　　　 定率法によっております。

　　　　 ただし、平成10年４月１日以後取得分の建物（建物附属設備を除く）については定

額法によっております。

　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 建物 ……………… ３年～39年

　 その他 …………… ２年～20年

②　リース資産

　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成

20年９月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 ………………

　

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 ………………

　

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち

当事業年度の負担額を計上しております。

③　退職給付引当金 ………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における

退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
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④　役員退職慰労引当金 …… 役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく

事業年度末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

　 　消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

(5) 追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　

　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 2,918,080千円

土地 4,246,690千円

長期貸付金 92,258千円

長期前払費用 22,119千円

敷金及び保証金 85,710千円

計 7,364,859千円

②　担保に係る債務

長期借入金 3,219,382千円

（１年内返済予定の長期借入金を含む） 　

計 3,219,382千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,860,056千円

(3) 保証債務

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

　　　株式会社オーケー　 1,069,791千円

（借入債務）　

(4) 関係会社に対する金銭債権・債務　 　

　①　短期金銭債権 127,928千円

　②　長期金銭債権 125,950千円

　③　短期金銭債務 546千円

(5) 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権の総額

敷金及び保証金 6,500千円

　



－ 33 －

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

関係会社からの営業収入 9,600千円

関係会社からの営業外収益 3,972千円

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 5,829株 －株 －株 5,829株

　

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 　

退職給付引当金損金算入限度超過額 153,617千円

賞与引当金繰入額否認 63,120千円

役員退職慰労引当金繰入額否認 58,953千円

資産除去債務　 26,322千円

未払費用否認 17,726千円

未払事業税否認 11,139千円

減損損失 8,681千円

未払事業所税否認 6,045千円

その他有価証券評価差額金 4,808千円

減価償却資産償却超過額 4,663千円

その他 8,508千円

繰延税金資産合計 363,585千円

繰延税金負債 　

建設協力金 △11,285千円

繰延税金負債合計 △11,285千円

繰延税金資産の純額 352,300千円
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、店舗設備等の一部については、所有権移

転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額相当額 217,047千円

減価償却累計額相当額 186,576千円

減損損失累計額相当額 429千円

期末残高相当額 30,042千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 30,061千円

１年超 1,163千円

合　計 31,225千円

リース資産減損勘定の残高 －千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減

損損失

支払リース料 43,442千円

リース資産減損勘定の取崩額 18千円

減価償却費相当額 41,425千円

支払利息相当額 1,003千円

減損損失 －千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各事業年度への

配分方法については、利息法によっております。

　

７．関連当事者との取引に関する注記

(1）子会社
　 　 　 　 　 　 　 　 　 （単位：千円）

種 類 会社等の名称
資本金又は
出 資 金

事業の内容
又 は 職 業

議 決 権 等 の
所有（被所有）
割 合 ( ％ )

関連当事者との関係

取引金額 科　目 期末残高役 員 の
兼 任 等

取 引 の 内
容

子 会 社 ㈱オーケー 50,000
スーパー
マーケッ
ト 事 業

直接
100  

4名

商品の供給
(注1)

1,642,330
未収入金 127,928

未 払 金 546

経営指導 8,400 　 － －

資金の貸付
(注2)

125,950
関 係 会 社
長 期 貸 付 金

125,950

利息の受取 2,172 － －
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(2）役員及び個人主要株主等
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （単位：千円）

種 類
会社等の名
称又は氏名

資本金又
は出資金

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

(％)

関連当事者との関係

取引の内容 取引金額 科　目 期末残高役員の
兼任等

事実上
の関係

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有する会社

丸 果 帯 広
中央青果㈱

15,000
青果物
卸売業

（注３） 兼 任 1 名
商 品 の
仕 入

営業
取引

青果物の仕入 307,232 買 掛 金 10,621

三洋興熱㈱ 30,000 石油卸小売 （注４） 兼 任 2 名
灯油等の
購 入

営業
取引

灯油等の購入 61,710 未 払 金 8,034

（注）１．商品の供給については、当社の取引条件（仕入価格、支払日等）と同じ条件にて行っ

ております。

　　　２．資金の貸付の金利については、市場金利を勘案して決定しております。　

３．丸果帯広中央青果㈱は、当社取締役内藤龍信及びその近親者が100％を直接所有してお

ります。

４．三洋興熱㈱は、当社監査役笹井祐三及びその近親者が55.0％を直接所有しております。

５．取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1) 営業取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

(2) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。

　
８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,261円74銭

(2) １株当たり当期純利益 61円47銭

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

　

10．連結配当規制適用会社に関する注記

　当社は、当事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となり

ます。

　

11．その他の注記

記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成24年11月12日　
　株 式 会 社 ダ イ イ チ 　
　 取 締 役 会　御中 　
　 監 査 法 人 シ ド ー 　

　

指 定 社 員
業務執行社員

公 認 会 計 士 藤 田 和 重 

指 定 社 員
業務執行社員

公 認 会 計 士 政 近 克 幸 
　

　 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ダイイチの平成23年10月１

日から平成24年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任　

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関

連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討

することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見　

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社ダイイチ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

利害関係　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成24年11月12日　

　株 式 会 社 ダ イ イ チ 　

　 取 締 役 会　御中 　

　 監 査 法 人 シ ド ー 　

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 田 和 重 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 政 近 克 幸 
　

　 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ダイイチの平成23
年10月１日から平成24年９月30日までの第58期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行
った。
計算書類等に対する経営者の責任　

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任　

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づいて監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類
及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見　

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

　 監　査　報　告　書 　

　 当監査役会は、平成23年10月１日から平成24年９月30日までの第58期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監

査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査室、その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ

の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する

ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める

体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて

いる体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築

及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役

等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告

を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びそ

の附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
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計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係

る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた

しました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び

取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人シドーの監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人シドーの監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

　

　平成24年11月16日 　

　 株 式 会 社 ダ イ イ チ 　 監 査 役 会 　

　

常勤監査役 堀 内 健 三 

社外監査役 佐 藤 　 裕 

社外監査役 笹 井 祐 三 

　

以　上
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株主総会参考書類

　

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配

当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり当期の

期末配当及びその他の剰余金の処分をいたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金15円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、59,962,365円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年12月25日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000円
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第２号議案　取締役７名選任の件

取締役全員（７名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つ

きましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふり

氏
がな

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１
こ

小
にし

西
やす

保
お

男
(昭和22年６月25日生)

昭和53年11月　当社取締役

昭和61年11月　当社常務取締役

昭和63年11月　当社専務取締役　

平成４年11月　当社取締役副社長

平成５年11月　当社代表取締役副社長

平成10年12月　当社代表取締役社長

平成23年12月　当社代表取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱オーケー取締役

99,878株

２
すず

鈴
き

木
たつ

達
お

雄
(昭和22年４月26日生)

昭和52年５月　当社入社

昭和61年11月　当社取締役　

平成４年11月　当社常務取締役

平成10年12月　当社専務取締役

平成20年12月　当社取締役副社長

平成22年12月　当社代表取締役副社長

平成23年12月　当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱オーケー代表取締役社長

㈲ダイイチリスクマネージメント代表取締

役社長　

69,452株

３
わか

若
ぞの

園 　
きよし

清
(昭和27年12月18日生)

昭和54年４月　当社入社

平成３年11月　当社取締役

平成10年12月　当社常務取締役

平成16年12月　開発企画兼総務担当（現任）

平成20年12月　当社専務取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱オーケー取締役

121,000株
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候補者
番 号

ふり

氏
がな

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

４
かわ

川
せ

瀬
とよ

豊
あき

秋
(昭和30年10月４日生)

平成３年７月　当社入社

平成12年４月　当社企画ＩＲ部長兼経理部長

平成16年12月　当社取締役　企画ＩＲ兼経理

担当（現任）　

17,400株

５
なか

中
もと

本
やす

泰
ひろ

廣
(昭和31年２月２日生)

平成11年４月　当社入社

平成14年５月　当社商品部長

平成19年４月　当社店舗運営部帯広ブロック

長

平成20年12月　当社取締役（現任）

平成22年１月　店舗運営部帯広ブロック兼旭

川ブロック担当（現任）　

2,200株

６
ささ

笹
い

井
しゅん

俊
じ

治
(昭和５年８月７日生)

昭和26年３月　家業の笹井金物店に従事

昭和45年５月　㈲笹井金物店代表取締役社長

昭和61年11月　当社取締役（現任）　

85,884株

７
ない

内
とう

藤
たつ

龍
のぶ

信
(昭和27年１月６日生)

昭和54年２月　丸果帯広中央青果㈱入社　

平成３年６月　同社代表取締役社長（現任）

平成４年11月　当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

丸果帯広中央青果㈱代表取締役社長　

66,306株

（注）１．取締役候補者内藤龍信氏は、丸果帯広中央青果株式会社の代表取締役社長を兼務して

おり、当社は同社との間に商品仕入等の取引関係があります。

　　　　　（その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。）

　　　２．取締役候補者笹井俊治氏及び内藤龍信氏は、社外取締役候補者であります。なお、当

社は笹井俊治氏を大阪証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、両取引所に届け出ております。

　　　３．笹井俊治氏及び内藤龍信氏を社外取締役候補者とした理由は、両氏ともに経営者とし

ての豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営に対して提言をいただくとともに、

適切な助言を期待するものであります。

　　　４．笹井俊治氏及び内藤龍信氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての

在任期間は、本株主総会終結の時をもって笹井俊治氏は26年、内藤龍信氏は20年であ

ります。　
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第３号議案　監査役１名選任の件

監査役堀内健三氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つき

ましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。
ふり

氏
がな

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社の株
式 数

ほり

堀
うち

内
けん

健
ぞう

三
(昭和17年２月18日生)

昭和35年４月　当社入社

昭和50年３月　当社取締役

昭和63年11月　当社常務取締役　

平成16年12月　当社常勤監査役（現任）　

（重要な兼職の状況）

  ㈱オーケー監査役　

33,918株

（注）候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　

　以　上



株主総会会場ご案内図

北海道帯広市西７条南19丁目１番地
北海道ホテル　２階　新雪の間
電　話　（0155）21－0001（代　表）

西
４
条

西
３
条

西
２
条

市
民
文
化
ホ
ー
ル

長
崎
屋

JR根
室
本
線

西
５
条
通
り

公
園
大
通
り

イオン帯広店

交番

大通公園

十勝プラザ

南１７丁目

西南大通り

至
と
か
ち
帯
広
空
港

至
釧
路

至
札
幌

JR帯
広
駅

北
口

南
口

大
通
り
（
国
道
２
３
６
号
）

北海道ホテル

　
交通の
ご案内

・タクシー利用の場合
帯広駅より約５分

・バス利用（十勝バス）の場合
帯広駅前北口より大空団地行乗車(約10分)、イオン帯広店前下車、徒歩約５
分


